
 

 

岩見沢市廃棄物の処理及び清掃に関する条例施行規則  

の一部を改正する規則の概要  

 

第１  改正の趣旨  

岩見沢市廃棄物の処理及び清掃に関する条例の一部改正（令和７年条例

第１０号）に伴い、所要の規定の整理を行う。  

 

第２  改正の内容  

指定袋及びその区分に応じた家庭系廃棄物処理手数料を次のように改め

る。  

 

指定袋及びその区分  現  行  改正後  

５リットルの指定袋１枚につき  １０円  １５円  

１０リットルの指定袋１枚につき  ２０円  ３０円  

２０リットルの指定袋１枚につき  ４０円  ６０円  

３０リットルの指定袋１枚につき  ６０円  ９０円  

４０リットルの指定袋１枚につき  ８０円  １２０円  

 

第３  施行期日  

令和７年９月１日  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

岩見沢市規則第２０号  

 

岩見沢市廃棄物の処理及び清掃に関する条例施行規則の一部を改正する規則

をここに公布する。  

 

令和  ７  年  ４  月  １  日  

 

岩見沢市長  松  野    哲    

 

岩見沢市廃棄物の処理及び清掃に関する条例施行規則の一部を改正する規則  

 

 岩見沢市廃棄物の処理及び清掃に関する条例施行規則（平成４年規則第１５

号）の一部を次のように改正する。  

 

 第２条第１項第１号中「１０円」を「１５円」に改め、同項第２号中「２０

円」を「３０円」に改め、同項第３号中「４０円」を「６０円」に改め、同項

第４号中「６０円」を「９０円」に改め、同項第５号中「８０円」を「１２０

円」に改める。  

 

附  則  

 この規則は、令和７年９月１日から施行する。  

 


